
【９月２７日に発生した事象】 

出向しているＡさんは八王子支社社員から、Ｂ副長が労災を申請したこ

とに伴う「第三者行為災害報告書」の書面を手渡され記載を求められた。 

※「第三者行為災害報告書」とは？ 

 業務中に第三者の行為（この場合はＡさんに突き飛ばされ尻餅をつく）が原因で被害を被った際に、 

労災申請の手続きを行うために提出する書類。 

報告書は労働基準監督署から委託された弁護士事

務所から８月９日付で元勤務先の駅に郵送され、８月

３０日が提出期限とされていた。 

また書面には「提出期限までにご返事いただけなか

った場合は、貴殿（Ａさん）のご意見は反映されず、相

手方（Ｂ副長）の意見をもとに本件災害の過失割合等

が決定されることがある」と記載されていました。 

しかし労災申請で重要な書面にもかかわらず、提出

期限を１ヶ月も過ぎた時期にＡさんに渡しています。 
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【今事象が発生するに至った経緯】 ※HACHIOJI №3～5を参照 

八王子支社管内の駅で勤務しているＡさんが業務管理の行き違い 

からＢ副長から聞き取りを受けた。認識の違いから激高したＢ副長に 

恐怖を感じたＡさんはその場を離れようとするが、Ｂ副長に制止され 

「まだ話は終わってない、席に戻れ！」と強く言い、座っていた場所に 

押さえつけられた。そして無抵抗であったＡさんの首元あたりを強い 

力で押さえつけ、Ｂ副長の暴行に恐怖と身の危機を感じたＡさんは、 

Ｂ副長を振り払った。 

その３ヶ月後Ａさんは「管理者を突き飛ばし傷害を負わせた」と言う 

理由で出勤停止２０日の処分と出向が命じられた。 

またＢ副長は、Ａさんが振り払った際に突き飛ばされ、尻餅をつき 

負傷したとして労災を申請した。 

重要な書面を放置し、提出期限を過ぎた時期に 

手 渡 す 会 社 は 無 責 任 で は な い か ？ ！ 


